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１ はじめに 

 

 平成１５年に，次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ，かつ，育成される社

会の形成に資することを目的として「次世代育成支援対策推進法」が施行されまし

た。守谷市では，この法律に基づき，平成２７年４月に，次世代育成支援のための

『特定事業主行動計画』を策定しました。 

 

  また，平成２７年に，女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し，

もって男女の人権が尊重され，かつ，急速な少子高齢化の進展，国民の需要の多様

化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを

目的として「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（以下「女性活躍推

進法」と表記）が施行されました。この法律に基づくものとして，守谷市では，平

成２８年３月に，女性活躍推進のための『特定事業主行動計画』を策定しました。 

  

  これら二つの行動計画は，関連する内容が多いため，それぞれの行動計画の第２

期として，次世代育成支援と女性活躍推進のための特定事業主行動計画を策定しま

した。 

   

  なお，策定主体は，守谷市役所市長部局であり，守谷市議会事務局，守谷市農業

委員会事務局，守谷市教育委員会，守谷市上下水道事務所と連携して取り組みます。 

 

 

 

２ 各行動計画の実施期間 

 

（１）次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の実施期間 

  平成２７年度から令和６年度までの１０年間とし，平成２７年度から令和元年度

までの５年間を第１期としました。 

 

（２）女性活躍推進法に基づく行動計画の実施期間 

  平成２８年度から令和７年度までの１０年間とし，平成２８年度から令和元年度

までの４年間を第１期としました。 

 

（３）次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく行動計画の実施期間 

  上記二つの行動計画の第２期と位置付け，令和２年度から令和６年度までとしま

した。 
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３ 第１期 行動計画の内容と取組状況 

 

  「次世代育成支援対策推進法」に関する項目には【次世代育成】，「女性活躍推進

法」に関するものには【女性活躍】と記しています。 

 

（１）妊娠中及び出産後における配慮【次世代育成】                

［計画の内容］ 

①  母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇等の制度に

ついて周知徹底を図る。 

 

� 出産前休暇 

     ８週間（多胎妊娠の場合にあっては１４週間）以内に出産する予定である

女性職員は，出産の日までの申出の期間の休暇を取得することができる。 

 

� 出産後休暇 

     出産した女性職員は，出産の日の翌日から８週間を経過する日までの期間

の休暇を取得することができる。ただし，産後６週間を経過した女性職員が，

就業を申し出た場合は，医師が支障がないと認めた場合は早期の復帰もでき

る。 

 

� 健康診査休暇 

     妊娠中又は出産後１年以内の女性職員が母子保健法第１０条に規定する保

健指導又は同法第１３条に規定する健康診査を受ける場合，その都度必要と

認められる時間の休暇を取得することができる。ただし，次の表の妊娠期間

ごとに定める回数に限る。 

対 象 回 数 

妊娠満２３週まで ４週間に１回 

妊娠満２４週から満３５週まで ２週間に１回 

妊娠満３６週から分べんまで １週間に１回 

産後１年まで １回 

 

� 生理休暇 

     生理日において下腹痛，腰痛等により勤務することが困難な場合,必要と認

められる期間の休暇を取得することができる。ただし，２日を超えることは

できない。 
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� 妊娠中の女性職員の通勤に関する休暇 

     妊娠中の女性職員は，通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎

児の健康保持に影響がある場合，正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて

１日を通じて１時間を超えない範囲内で必要と認められる時間の休暇を取得

することができる。 

 

� 職員が生後満１年に達しない子を育てる場合の休暇 

     職員は，生後満１年に達しない子を育てる場合，その都度必要と認める時

間の休暇を取得することができる。ただし，２時間を超えることができない。

なお，男性職員にあっては，配偶者がこれに相当する休暇等を取得している

場合は，その時間を差し引く。 

 

②  出産費用の給付等の経済的支援措置制度について，周知徹底を図る。 

� 市町村職員共済組合による出産費，家族出産費，出産費貸付制度 

� 職員互助会による出産祝金制度 

 

③  妊娠中の職員の健康や安全に配慮し，重量物を取り扱う業務，その他妊産婦

の妊娠，出産，哺育等に有害な業務に就かせないよう所属長に周知徹底する

（労働基準 法第６４条の３）。 

 

④  妊娠中の職員に対しては，本人の希望に応じ，超過勤務を原則として命じな

いこととする。 

 

［取組の状況］ 

  市役所における職員管理の担当部署である総務課が中心となり，制度等の周知徹

底を図りました。また，該当する女性職員には個別に制度の説明を行い，それぞれ

の希望に沿うようアドバイスをしました。 
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（２）男性の子育て目的の休暇等の取得促進【次世代育成】             

 ［計画の内容］ 

 父親が子どもの出生時に，特別休暇（妻の出産休暇２日＋育児参加のための休暇  

５日）を５日程度取得できるよう周知徹底を図る。 

 

[取組の状況] 

該当する男性職員に対して，個別に制度の説明と休暇取得を奨励する。 

 

 男性職員の配偶者出産休暇と育児参加のための休暇の取得状況 

年度 

妻の出産休暇（2日） 育児参加のための休暇（5日） 

取得率 
平均取得 

日数 

取得人数 

／対象人数 
取得率 

平均取得 

日数 

取得人数 

／対象人数 

R1 100.0％ 1.55 日 9人/9人 100.0％ 4.34 日 9人/9人 

H30 100.0％ 2日 4人/4人 75.0％ 3.75 日 3人/4人 

H29 100.0％ 2日 7人/7人 85.7％ 3.50 日 6人/7人 

H28 100.0％ 2日 1人/1人 100.0％ 2.00 日 1人/1人 

H27 100.0％ 2日 2人/2人 0％ 0日 0人/2人 

H26 85.7％ 2日 6人/7人 14.3％ 5.00 日 1人/7人 

  目標を達成していますが，現状を継続しながら，特別休暇７日間を全て取得でき

るよう更に奨励していく必要があります。 

 

 

（３）育児休業等を取得しやすい環境の整備等【次世代育成】・ 

                男性の育児休業取得率【女性活躍】 

   [計画の内容]  

目標 

【次世代育成】育児休業の取得率を，男性２０％，女性１００％とする。 

【女性活躍】男性の育児休業取得率を２０％とする。 

 

    目標へ向けた取組 

  ① 育児休業等の周知 

   ア 育児休業等の情報を掲示板に掲載し，制度の周知を図る。 

   イ 自らの又は配偶者の妊娠を申し出た職員に対し，総務課において個別に育

児休業等の制度・手続について説明を行う。 
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② 育児休業等を取得しやすい雰囲気の醸成 

   ア 男性職員の育児休業等の取得促進について周知を図り，職場の意識改革を

図る。 

   イ 育児休業の取得の申出があった場合，業務分担の見直し，臨時職員又は任

期付職員等の採用を行うよう所属長に進言するとともに，所属職員の協力体

制を確立する。 

   ウ 男性職員が育児休業を取得した場合には，当該職員の協力を得て，制度の

メリット等を職員に周知し，育児休業の取得を促進する。 

③ 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援 

   ア 育児休業中の職員に対し，情報提供を行う。 

   イ 育児休業復帰時には，総務課長及び所属長と面談を行い，育児と仕事を両

立するためのサポート体制を整える。 

④ 育児休業を取得した職員の代替要員の確保 

    部内の人員配置等によって，育児休業中の職員の業務を遂行することが困難

なときは，臨時職員又は任期付職員等の活用による適切な代替要員の確保を図

る。 

⑤ 子育てを行う女性職員の活躍推進に向けた取組 

・女性職員を対象とした取組 

   ア 出産や育児休業取得後に活躍する先輩女性職員からの体験談の紹介，後輩

女性職員へのアドバイス等を内容とする座談会を設ける。 

   イ 民間企業の女性職員等を講師として招き，講演会等を実施する。 

   ウ 仕事と育児等の女性職員の相談に応じる場を設ける。 

   エ 女性職員が，管理職への昇格に対し抱いている不安要素や障がいとなる事

由等を把握，分析する目的で，人事担当がヒアリングを実施する。 

・管理職等を対象とした取組 

   ア 女性職員への多様な職務機会を設ける。 

   イ 育児などの女性職員の状況に配慮した人事配置等に努める。 

   ウ 管理職に必要なマネジメント能力を身に付けるための研修会等を開催する。 

⑥ その他 

    早出・遅出勤務又は時差出勤を行っている職場においては，保育園送迎等を

行う職員に配慮して勤務時間を割り振る。 
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 【女性活躍】 

① 育児休業等の情報を掲示板に掲載し，制度の周知を図る。 

② 子どもの出生予定を申し出た男性職員に対し，総務課において個別に育児休

業等の制度・手続について説明を行う。 

③ 育児休業の取得の申出があった場合，業務分担の見直しを行うなど，所属職

員の協力体制を確立する。 

④ 育児休業を取得した場合には，当該職員の協力を得て，制度のメリット等を

職員に周知し，育児休業の取得を推進する。 

⑤ 育児休業を取得している職員が円滑に職場に復帰できるよう，職場から定期

的に職場や業務に関する情報の提供等を行う。 

⑥ 育児休業復帰時には，総務課長及び所属長と面談を行い，育児と仕事を両立

するためのサポート体制を整える。 

⑦ 部分休業の取得を推奨するとともに，職場全体での業務の効率化に取り組む。 

 

［取組の状況］ 

� グループウェア（職員間のパソコン上の情報ネットワーク）内にある掲示板

において，育児に関する制度について掲載しました。 

� 妊娠を申し出た職員（配偶者を含む）に対し，総務課から個別に制度や手続

きについて説明を行いました。 

� 妊娠を申し出た職員が所属する管理職に対して，総務課から，当該職員の勤

務形態や休暇取得について配慮するよう要請しました。 

 

 ＜育児に関する休暇等の制度＞ 

妊娠中の職員の通勤緩和，妊娠中の保健指導又は健康診査受診，産前産後休暇， 

配偶者偶者分娩休暇，育児参加休暇，子の看護休暇，保育時間，早出遅出勤務，

超過勤務の免除及び制限，深夜勤務の制限，育児休暇，育児部分休業，育児短時

間勤務 

 

 子の看護休暇取得状況 

年度 女 性 男 性 合 計 

R1 28 人 17人 45人 

H30 24 人 22人 46人 

H29 24 人 15人 39人 

H28 24 人 13人 37人 

H27 17 人 11人 28人 

H26 16 人 7人 23人 

   一つの例ではありますが，徐々に制度の浸透が図られていると思われます。 
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  今後も，制度の周知に関する取組みは継続していく必要があります。 

 

育児休業取得状況 

年度 性別 子の生まれた職員数 育児休業取得者 育児休業取得率 

R1 
男 8人 2人 25.0％ 

女 7人 7人 100.0％ 

H30 
男 4人 3人 75.0％ 

女 7人 7人 100.0％ 

H29 
男 7人 3人 42.9％ 

女 6人 6人 100.0％ 

H28 
男 0人 0人 － 

女 3人 3人 100.0％ 

H27 
男 2人 0人 0.0％ 

女 5人 5人 100.0％ 

H26 
男 7人 1人 14.3％ 

女 5人 5人 100.0％ 

   男女とも目標は達成していますが，これを継続し，特に男性の取得率を向上さ

せていくために，引き続き制度の周知に努める必要があります。 

 

育児休業等代替任期付職員の配置状況【次世代育成】 

年度 

（4月 1日時点） 
配置部署及び人数 

令和 2年度 
総合窓口課：1名 建設課：1名 企画課：1名 

保健センター：1名 社会福祉課：1名（社会福祉士） 

令和元年度 
国保年金課：1名 総合窓口課：1名 建設課：1名 

介護福祉課：1名（保健師） 学校教育課：1名 

平成 30年度 
国保年金課：1名 総合窓口課：1名 

児童福祉課：1名 

 

育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務状況【次世代育成】 

年度 制度を利用した職員 

令和元年度 男性職員1名 

平成 30年度 男性職員1名，女性職員1名 

平成 29年度 男性職員1名，女性職員1名 
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（４）保育施設の設置等【次世代育成】                      

 ［計画の内容］ 

   保育施設については，守谷市の財政状況や要望等を伺いながら検討を行う。 

 

[取組の状況] 

  市の職員が優先的に利用できる保育所や託児所等の設置を検討しましたが，場所

の確保や費用負担，財政状況などから，施設の設置は困難であると判断しました。 

 

 

（５）超過勤務（時間外勤務）の縮減【次世代育成】【女性活躍】             

 [計画の内容] 

  目標 

  【次世代育成】 

        各職員の超過勤務時間数については，守谷市職員の勤務時間，休暇等に関す

る規則（平成７年守谷町規則第５号）に定める「超過勤務の縮減に関する指針」

に定める上限時間の月４５時間かつ年間３６０時間以内の達成に努める。 

【女性活躍】 

  職員１人当たりの年平均時間外勤務時間数を１２０時間以下とする。 

 

  目標へ向けた取組 

  【次世代育成】 

  ① 小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務及び超過勤 

務の制限の制度の周知 

     小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員は，請求により，次の制 

度を受けることができる。 

    ・深夜勤務の制限（午後１０時から翌日の午前５時までの間） 

    ・時間外勤務の制限（１月当たり２４時間，１年当たり１５０時間が限度） 

 ② ノー残業デイの徹底 

  ア 毎週水曜日のノー残業デイは，管理職による定時退庁の率先垂範を行う。 

  イ 水曜日は，時間外に会議等を開催しないように徹底する。 

  ウ 定時退庁ができない職員が多い部署に対しては，管理職へ事務の簡素合   

   理化や超過勤務縮減のための意識啓発等の取組を推進するよう指導する。 

 ③ 事務の簡素合理化の推進 

    ア 会議・打合せについては，極力，メールや掲示板を活用する。 

    イ 定例・恒常的業務に係る事務処理のマニュアル化を図る。 
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    ウ 業務内容の見直し及び削減の推進を図る。 

 ④ 超過勤務の縮減のための意識啓発等 

    ア 超過勤務縮減に向けた組織の在り方，業務への取組方法等について示し

た「時間外勤務縮減に向けた取組方針」に基づき，超過勤務の縮減に努め

る。 

    イ 超過勤務の多い部署の所属長に対してヒアリングを行い，超過勤務の縮

減に努める。 

 

 【女性活躍】 

① 各課の勤務状況及び時間外勤務が特に多い職員の状況を把握して，時間外勤

務が特定の個人に集中しないよう業務の平準化を図り，労働時間の管理を徹底

する。 

② 毎週水曜日のノー残業デイの周知を図り，職員が退庁しやすい職場環境を確

保する。 

③ 完全退庁時間を設定し，職員の健康保持及び仕事の効率性の向上を図る。 

④ 小学校未就学児のいる職員の深夜勤務及び超過勤務を制限する制度について

周知を図る。 

⑤ 事業や業務を増やす前に，将来を見据えたよりよい方法を検討し，広い視野

から，「ムダ」をなくすよう取り組む。 

⑥ 「時間外勤務ありき」の考え方から脱却し，短時間で成果を出し，定時で帰

るよう意識改革を行う。 

 

［取組の状況］ 

  小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務及び超過勤務の制限   

 の制度については請求した職員はいませんでした。その要因としては，次のような 

 事由が考えられます。 

① 全職員を対象とした時間外勤務時間を原則午後９時までとしたこと（勤務す

る場合は，所属長による所属部長及び総務部長への届出を必要とした。）。 

② 総務課から全管理職に対して，小学校就学始期に達するまでの子どものいる

職員については勤務形態を配慮するように依頼したこと。 

③ ②の要請に対して，管理職が十分な配慮をしたこと。 

  しかし，こうした制度の周知等は，人事異動等もありますので，継続してい

く必要があります。 
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年度別超過勤務（時間外勤務）状況 

年度 職員数 総時間数 
職員 1人当たりの平均時間数 

年間 360時間 

以上の職員数 

（割合） 年間 月間 

R1 364 人 39,322 時間 108時間 9.0時間 12人( 3%) 

H30 268 人 30,391 時間 113時間 9.4時間 5人( 2%) 

H29 252 人 26,154 時間 104時間 8.7時間 4人( 2%) 

H28 253 人 26,207 時間 104時間 8.7時間 3人( 1%) 

H27 252 人 37,174 時間 148時間 12.3 時間 20人( 8%) 

H26 252 人 38,682 時間 154時間 12.8 時間 35人(14%) 

※職員数は，育児休業者・療養休暇者を除いています。 

※総時間数は，選挙・統計・災害・地域福祉の業務分を除いています。 

 

� 職員１人当たりの年間平均時間数は目標を達成していますが，年間３６０時間

を超える職員が存在している状況です。 

� 令和元年度は，職員数に管理職分を含んで算出したため，総時間数は増加しまし

たが，職員１人当たりの平均時間数は減少傾向にあります。 

 

 

（６）休暇の取得の推進【次世代育成】                      

［計画の内容］ 

  目標 

職員１人当たりの年次休暇の取得率を対平成２６年度比で１０％増加させる。 

平成２６年度 ： 取得率３０．３％ 

 

  目標へ向けた取組 

① 年次休暇の取得の促進 

   ア 職員は，自ら年次休暇取得目標日数を設定し，計画的に取得するよう努め

る。 

   イ 所属長は，部下の年次休暇の取得状況を把握し，計画的な年次休暇の取得

を指導する。 

   ウ 総務課は，掲示板等を活用して休暇の取得促進を図り，職場の意識改革を

図る。 

   エ 年次休暇の取得率が低い部署に対しては，所属長に対しヒアリングを行い，

休暇取得の促進を図る。 

   オ 所属長は，安心して年次休暇の取得ができるよう事務処理において相互応

援ができる体制を整備する。 
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   カ 毎月１９日を「育児の日」とし，職員の子育てを支援するための積極的な

定時退庁日及び年次休暇の取得促進日とする。 

② 連続休暇等の取得の促進 

   ア 週休日，国民の祝日や夏季休暇等と年次休暇を組み合わせて，連続した休

暇の取得促進を図る。 

   イ 子どもの予防接種実施日や授業参観日等における年次休暇の取得促進を図

る。 

   ウ リフレッシュのために，1週間程度の年次休暇の取得促進を図る。 

   エ 職員やその家族の誕生日，結婚記念日等の家族の記念日における年次休暇

の取得促進を図る。 

   オ ゴールデン・ウィークやお盆期間における会議開催の自粛を行う。 

 

③ 子どもの看護等のための特別休暇 

    子どもの看護休暇等の特別休暇を周知するとともに，その取得を希望する職

員が，円滑に取得できる環境を整備する。 

� 中学校就学前の子の看護休暇 

中学校就学の始期に達するまでの子（配偶者の子を含む。）を看護するた  

め勤務しないことが相当であると認められる場合，５日以内の休暇を取得

することができる。（中学校就学の始期に達するまでの子が２人以上の場合

にあっては１０日） 

� 子等の介護休暇 

６月の期間内において必要と認められる期間，休暇を取得することができ

る。（勤務しない時間については，給与額は減額となる。） 

� 出産に係る子又は小学校就学前の子の養育休暇 

   職員の妻が出産する場合であって，その出産予定日の８週間（多胎妊娠の

場合にあっては１４週間）前の日から出産後８週間を経過する期間で，当

該出産した子又は小学校就学前の子の療育のために勤務しないことが相当

であると認められる場合，５日以内の休暇を取得することができる。 
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[取組の状況] 

 年次有給休暇取得状況 

年度 
職員 1人当たりの 

年次休暇平均取得日数 

職員 1人当たりの 

年次休暇取得率 

R1 10.7 日 29.0％ 

H30 10.8 日 30.3％ 

H29  8.6 日 31.4％ 

H28  9.1 日 28.8％ 

H27 11.6 日 27.4％ 

H26 12.6 日 30.3％ 

   平成２６年度比で１０％増加を達成することはできませんでした。平均取得日

数も減少していることから，目標や取組方法を再考する必要があります。 

 

 

（７）職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正のための取組【次世代育成】   

   

 [計画の内容] 

  守谷市男女共同参画推進計画に示された各計画を推進し，男女共同参画社会につ

いて意識啓発を行い，次の項目に取り組むものとする。 

① 毎月２２日を「パートナーシップの日」とし，男女共同参画推進のための普

及啓発日と位置付け，職員の家事・子育てを支援するための帰宅促進日とする。 

② 管理・監督職による「相談員」を設け，職員の仕事や家庭との両立等に関す 

る相談に応じる。 

  ③ 男女共同参画社会について，研修を通じた意識啓発を行う。 

  ④ ハラスメント防止のための研修会を開催する。 

 

［取組の状況］ 

� イントラを通じて，毎月２２日に「パートナーシップの日」の周知を行いました。  

� ハラスメント委員会を設置し，各年代の代表や管理職を委員（相談員を兼ねる） 

に任命しました。 

� 職員を対象にハラスメントに関する研修会を開催しました。 

� 仕事や家庭などに関する相談については，所属する部署の管理職を始め，総務課

においても個別に応じました。 

� 精神的な不安を抱えている職員に対しては，産業医との面談を勧奨しました。 
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（８）管理職に占める女性職員の割合（課長補佐職以上）【女性活躍】         

 

［計画の内容］ 

 目標 

  平成２７年度の２０％から，令和元年度には１０％アップの３０％とする。 

 

 目標へ向けた取組 

  ① 女性職員が，管理職への昇格に対し抱いている不安要素や障がいとなる事由 

等を把握，分析する目的で，人事担当が意見交換会やヒアリングなどを実施す

る。 

  ② これまで女性職員の配置率の低い管理部門等に積極的に女性を配置し，キャ

リア形成に努める。 

  ③ 育児などの女性職員の状況に配慮した人事配置等に努める。 

  ④ 管理職に必要なマネジメント能力を身に付けるための研修会等を開催し，キ

ャリア形成の支援を行う。 

 

 [取組の状況] 

 管理職における女性職員の割合 

年度 管理職数 女性の管理職数 女性管理職の割合 

R2 79 人 19人 24.0％ 

R1 78 人 17人 21.8％ 

H30 72 人 15人 20.8％ 

H29 71 人 15人 21.1％ 

H28 71 人 15人 21.1％ 

H27 70 人 14人 20.0％ 

H26 71 人 14人 19.7％ 

  女性職員を対象とした研修会や現職の女性管理職と女性係長職との座談会などを

開催しましたが，目標を達成することはできませんでした。管理職の一つ手前，係

長職の女性職員は多く存在していることから，引き続き啓発活動を行っていきます。 

   

 令和元年度 役職別職員数 

 主事 主任 係長 補佐 課長 次長 部長 

職員数 130人 71人 111 人 36人 25人 8人 7人 

うち女性の数 68人 39人 60人 10人 6人 2人 0人 

女性の割合 51.0％ 44.0％ 54.0％ 27.7％ 24.0％ 25.0％ 0.0％ 
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 昇格試験の受験状況 

 係長職級 

年度 
女性職員 男性職員 

対象者 受験者 受験率 昇格者 対象者 受験者 受験率 昇格者 

R1 6 人 3人 50％ 0人 4人 3人 75％ 2人 

H30 8 人 8人 100％ 3人 7人 6人 86％ 5人 

H29 13 人 10人 77％ 6人 5人 1人 20％ 0人 

H28 18 人 14人 78％ 6人 9人 8人 89％ 4人 

H27 22 人 13人 59％ 6人 9人 9人 100％ 3人 

H26 24 人 13人 54％ 6人 18人 16人 89％ 12人 

  ６年間の平均受験率は，女性６９．６％男性７６．５％，直近３年間では女性７

５．６％男性６０．３％，と受験率の男女差はなくなっています。 

 

 課長補佐職級 

年度 
女性職員 男性職員 

対象者 受験者 受験率 昇格者 対象者 受験者 受験率 昇格者 

R1 40 人 10人 25％ 3人 35人 21人 60％ 2人 

H30 37 人 8人 22％ 3人 29人 20人 69％ 6人 

H29 33 人 5人 15％ 0人 34人 23人 68％ 10人 

H28 27 人 6人 22％ 2人 34人 26人 76％ 3人 

H27 22 人 8人 36％ 2人 30人 26人 87％ 4人 

H26 23 人 8人 35％ 3人 38人 27人 71％ 9人 

� 男女の受験率には，おおよそ３０％から４０％の差があります。 

� 女性の受験率は３０％台であったのに，近年では２０％台へと減少傾向にあり

ます。 

 

 課長職級 

年度 
女性職員 男性職員 

対象者 受験者 受験率 昇格者 対象者 受験者 受験率 昇格者 

R1 8 人 ― ― 4人 8人 2人 ― 2人 

H30 6 人 0人 0％ 0人 11人 9人 82％ 4人 

H29 5 人 1人 20％ 1人 8人 6人 75％ 5人 

H28 3 人 2人 67％ 1人 9人 4人 44％ 3人 

H27 0 人 0人 0％ 0人 4人 3人 75％ 1人 

H26 3 人 3人 100％ 3人 22人 11人 50％ 10人 

※課長職級の昇級試験については，令和元年度は廃止しました。 

� 上記「昇格試験の受験状況」のうち「課長補佐職級」「課長職級」の女性職員

には，管理職への抵抗感が存在していることが分かります。 
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� 課長補佐職級への受験資格を持つ女性職員への意識調査を行い，組織的あるい

は制度上の問題があれば，その対応策を講じる必要があります。 

 

 

（９）その他【次世代育成】                           

  [計画の内容] 

  ① 子育てバリアフリー 

   ア 外部からの来庁者の多い庁舎において，乳幼児と一緒に安心して利用でき

るトイレやベビーベッドの設置等を計画的に行う。 

   イ 施設利用者等に，授乳室や給湯室の利用について，必要に応じ提供できる

ようにする。 

  ② 子ども・子育てに関する地域貢献活動 

   ア 子ども・子育てに関する地域貢献活動 

   イ 子どもの体験活動等の支援 

   ウ 安心して子どもを育てられる安全な環境の整備 

   エ 子どもを交通事故から守る活動の実施や支援 

  ③ 子どもとふれあう機会の充実 

 職員互助会等のレクリエーション活動の実施に当たっては，子どもを含めた

家族全員が参加できるように配慮する。 

 

 ［取組の状況］ 

� 「子育てバリアフリー」については，市役所庁舎内に授乳室やベビーベットを

設置しました。 

� 「子ども・子育てに関する地域貢献活動」については，職員の私的活動の範囲

にまで及ぶため，事業所としての取組方法を見出すことが難しい状況にあり

ます。 

� 「子どもとふれあう機会の充実」については，職員互助会においても資金面等

で活動を実施できない状況であり，具体的な事業を展開できないところです。 
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４ 第２期 行動計画 

 

 第１期行動計画の取組状況を鑑み，第２期行動計画を次のとおりとします。 

 

 また，第１期行動計画に掲げ，目標を達成した事項についても，第２期行動計画

においても引き続き経過を注視し，継続して取り組んでいきます（ただし，「保育施

設の設置等」は除きます。）。 

 

 

（１）男性の子育て目的の休暇等の取得推進【次世代育成】              

 

目標 

 父親が子どもの出生時に，特別休暇（妻の出産休暇２日＋育児参加のための休暇

５日）を完全取得できるように周知徹底を図ります。 

 

 目標へ向けた取組 

 該当する全ての男性職員に対して，制度の説明と休暇取得を奨励します。 

 

� 妻の出産休暇 

    職員の妻が出産に係る入院等の日から出産後２週間以内に最大２日 

    １日または１時間単位で取得可能 

� 育児参加休暇 

    産前８週間（多胎妊娠１４週間）から産後８週間内に最大５日 

    １日または１時間単位で取得可 

 

 

（２）育児休業の取得率向上【次世代育成】【女性活躍】                

 

 目標 

 育児休業の取得率を，男性・女性とも１００％になるように周知徹底します。 

 

 目標へ向けた取組 

 ① 子どもの出生予定を申し出た男性職員に対し，総務課において個別に育児休

業の制度・手続について説明を行います。 

 ② 育児休業の取得の申出があった場合，業務分担の見直しを行うなど，所属職

員の協力体制を確立していきます。 

 ③ 育児休業を取得した場合には，当該職員の協力を得て，制度のメリット等を
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職員に周知し，育児休業の取得を推進します。 

 ④ 育児休業を取得している職員が円滑に職場に復帰できるよう，職場から定期

的に職場や業務に関する情報の提供等を行います。 

 ⑤ 育児休業復帰時には，総務課長及び所属長と面談を行い，育児と仕事を両立

するためのサポート体制を整えるようにします。 

 

 

（３）超過勤務（時間外勤務）の縮減【次世代育成】【女性活躍】              

 

目標 

 職員１人当たりの年平均時間外勤務時間数が１２０時間を超えないようにするこ

とを維持し，年間超過勤務時間数（時間外勤務数）が３６０時間を超える職員をな

くします。 

 

 目標へ向けた取組 

  ① 管理職や係長は所属する職員・グループ員の月ごとの労働時間の管理を徹底

し，時間外勤務が特定の個人に集中しないよう業務の平準化を図ります。 

  ② 完全退庁時間を厳守し，水曜日を原則とした「ノー残業デイ」の完全実施を

目指します。守られていない場合は，各所属長を中心に，対応策を迅速に話し

合うようにします。 

  ③ 事務のやり方・進め方を常に見直し，将来を見据えたよりよい方法を検討し， 

広い視野から「ムダ」をなくすよう取り組みます（会議のやり方の見直し，メ

ールや掲示板の活用，決裁権者を始めとする事務のやり方の見直しなど）。 

 

 

（４）年次休暇取得の推進【次世代育成】                     

  

目標 

 １年間の年次休暇の付与日数が１０日以上の職員が，年次休暇を年間５日以上取

得できるようにします。 

 

 目標へ向けた取組 

  ① 所属長は，自らも率先して年次休暇を取得するとともに，部下の年次休暇の

取得状況を把握し，計画的な年次休暇の取得を指導します。 

  ② 週休日や国民の祝日などと年次休暇を組み合わせて，連続した休暇の取得を

奨励します。 

  ③ 年次休暇のほか，夏季休暇を始めとする特別休暇の完全取得を目指します。 

子の看護休暇や育児休暇など，特別休暇取得の権利を有する職員が履行できる
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よう制度の周知を徹底します。 

  ④ 年次休暇の取得日数が５日未満の職員には個別にヒアリングを行い，その原

因を調査・分析します。その結果，その原因が人員不足など組織的なものである

場合は，適切な措置を講じるようにします。 

 （参考）年次休暇取得日数別職員数 

年度 0日～4日 5日～9日 10日～14日 15日～19日 20日以上 

R1 57 人 105 人 86人 77人 23人 

H30 72 人 110 人 94人 65人 35人 

H29 60 人 94人 81人 88人 35人 

H28 69 人 94人 80人 80人 34人 

H27 77 人 109 人 68人 72人 23人 

H26 57 人 104 人 76人 90人 21人 

 

 

（５）女性管理職の増員【女性活躍】                                            

 

 目標 

 管理職に占める女性職員の割合を３０％とします。 

 

 目標へ向けた取組 

  ① 女性職員を対象とした研修会や座談会等を定期的に開催し，キャリア形成の

支援を全庁的に行っていきます。 

  ② 管理職は，女性職員に対し，昇格試験へのチャレンジを奨励するとともに，

障がいとなっている事由がある場合はその解決に努めていきます。 

  ③ 人事担当は，女性職員の管理職昇格への不安要素や障がい事由等を把握・分

析することを目的に，個別のヒアリングを実施します。 

 

５ 推進体制 

 

 本計画を推進するため，第１期行動計画に引き続き「特定事業主行動計画策定・

推進委員会」を設置します。 

  委員会の構成は，総務部長，各部の代表者男女各１名及び市民協働推進課の男女

共同参画担当者とし，事務局は総務課とします。 


